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第１章 基本的な考え方 

 

１ 趣旨 

 

（１）背景と目的 

 

近年、地震、集中豪雨や台風による風水害などにより全国各地で大規模災害が発生してい

ます。災害による被害を未然に防止するためには、日ごろの防災対策が不可欠であり、災害

に対する備えの有無が被害の規模を大きく左右します。 

防災対策の推進にあたっては総合的な取り組みが重要であり中でも、避難行動要支援者

（以下「要支援者」という。）の避難支援対策は大きな課題となっています。 

本市では、風水害や地震等の災害に備え、要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、

平常時から要支援者に関する情報を把握するとともに、防災情報の伝達手段・伝達体制の整

備及び避難誘導等の支援体制を確立することを目的として、「泉佐野市避難行動要支援者避

難行動支援プラン」（以下「本プラン」という。）を作成しました。 

 

（２）「自助・共助・公助」の必要性 

 

災害時の対策として、自らの身は自らで守るという｢自助｣を基本に、地域や近隣の住民が

助け合うという｢共助｣の考え、行政機関等による支援活動「公助」を併せ、「自助・共助・

公助」の関係と役割を明らかにしつつ、要支援者の総合的な支援対策を講ずるため、さらに、

地域ごとに「個別計画」を作成し、地域における要支援者一人ひとりの支援活動を推進する

ための指針とします。 
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２ 位置づけ 

 

本プランは、避難行動要支援者名簿に関する災害対策基本法第49条の10から第49条の13

までの規定に基づき策定するもので、国の｢避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組

指針｣及び市の｢泉佐野市地域防災計画｣を踏まえ、要支援者の避難支援対策について、その

基本的な考え方や進め方を明らかにするものです。 

本プランにおける避難行動要支援者避難支援対策は、地域防災計画の「第１編 総則・災

害予防対策編」の「第３章第５節 災害時要援護者への配慮」及び「第２編 地震災害応急対 

策・復旧対策編」の「第２章第２節 避難所の開設・運営」「第２章第５節 福祉活動」に記

載されている「災害時要援護者」の安全確保や避難支援に関する事項を具体化するものです。 

また、本プランは、「泉佐野市地域福祉計画」に示されている「市民による見守り活動の

推進」、「地域の自主防災活動の促進」、「災害に備えた体制整備」「情報収集伝達体制の

整備」の具体的な取組ともなるものです。 

 

 

 

 

【泉佐野市避難行動要支援者避難行動支援プランの位置づけ】 
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３ 計画の対象となる要支援者 

 

避難行動要支援者の避難支援体制の整備は、他者の支援がなければ避難できない在宅の人

で、一人暮らしなどの理由で家族等による必要な支援を受けることが困難な人について、重

点的・優先的に進めます。 

 

 

４ 推進体制 

 

市は、避難行動要支援者の避難支援業務を的確に実施するため、市民協働課、障害福祉総

務課、高齢介護課、保健センター、社会福祉協議会（コーディネーター）で構成する「（仮

称）避難行動支援者連絡会議」を設置します。当連絡会議は、関係機関と連携しつつ、平常

時から情報の共有に努め、支援策の検討を行い、要支援者の避難支援対策を推進します。 

 

■（仮称）避難行動支援者連絡会議について 

 

【位置づけ及び構成】 

市の市民協働課、障害福祉総務課、高齢介護課、保健センターの職員及び社会福祉協議会

（コーディネーター）による横断的なプロジェクト・チームとして設置します。 

また、避難支援体制の整備推進にあたっては、防災関係機関（自主防災組織（※用語の説明）

等）及び日頃から要支援者と接している団体関係者（保健所、民生委員児童委員協議会、地

区福祉委員会、介護保険サービス事業者、障害者福祉サービス事業者、障害者団体等）の参

加を得ながら進めます。 

 

【業務】 

要支援者情報の共有化、避難行動要支援者参加型の地域防災訓練への協力、避難行動要支

援に関する啓発、広報等を行います。また、地域防災計画における災害時要援護者への配慮

等を踏まえ、支援策の検討を行います。 
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第２章 避難行動要支援者支援の推進体制  
 

１ 官民協働による要支援者の避難支援  

 

災害に対する取組は、「自らの身の安全は、自らが守る。」、「自らの地域は、自らで守

る。」を基本として、それぞれの主体が具体的な災害対策を協力して進めることが大切です。

本プランは、官民が協働して高齢者や障害のある人など避難にあたって優先的に支援が必要

となる人の名簿を作成・共有し、その一人ひとりについてだれが支援し、どこの避難所へ避

難させるかなど、具体的な避難支援のしくみづくりをめざすものです。  

こうした取組を通じて地域で日頃からの防災対策や避難支援体制を話しあい、各地域の実

情に合わせた災害時の避難支援のしくみづくりを行うことが地域防災力の強化につながり

ます。 

また、地域で避難訓練や情報伝達訓練等をおこなう際には、日中や夜間、洪水や地震・津

波等、時間帯や災害の種類・規模により対応が異なることから、町会（自治会）、自主防災

組織、関係団体等のほか、広く地域住民も参加する地域ぐるみでの取り組みが望まれます。  

避難行動要支援者の避難支援は地域（近隣）の共助の力が重要となることから、地域、行

政、関係機関・団体等の役割分担を明確にし、共通認識を持っておくことが必要です。 

 

 

２ 市の役割  

 

要支援者の避難支援に関する市の役割は、以下のとおりです。  

① 防災担当部門  

平常時には、自主防災組織の組織化や組織体制の強化、地域への情報伝達体制の整 

備を進めます。また、福祉担当部門や関係機関との連携のもとに要支援者情報を集 

約・整理した避難行動要支援者名簿を作成し、日頃から地域の関係機関等と情報を共 

有するとともに、地域で行われる防災訓練等の支援により、地域における支援体制構 

築に努めます。  

災害発生時には、災害対策本部等を運営し、避難準備情報、避難勧告、避難指示等 

支援団体等へ避難情報を伝達し、安否確認情報の集約と避難支援に係る関係機関等と

の連絡調整を行います。また、避難所の開設、備蓄品提供等を指示します。 

② 福祉担当部門  

平常時には、要支援者情報を収集・整理するとともに、防災担当部門と連携し、避 

難行動要支援者名簿の作成・更新を行います。 

また、日常業務を通じて支援団体やその支援者となる市民、地域組織等との関係づ 

くりや災害時の避難支援に関する取り組みの周知・広報等に努めます。  

災害発生時には、要支援者の相談や情報提供、ニーズへの対応に努めます。  

③ 保健衛生担当部門  

健康管理の拠点として、要支援者の避難動向や医療の継続状況等を調査し、医師 
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会や医療機関、保健所等関係機関と必要な対策に努めるとともに、健康相談や栄養

相談などニーズに応じた相談体制の整備に努めます。  

④ 消防本部・消防団  

消防本部および消防団の任務は、地域を火災等の災害から守ることであり、消防団 

は地震・津波や風水害等の大規模災害時にも消防署員とともに消防・救助活動にあた 

ります。また、災害時以外には火災の予防や市民に対する啓発など幅広い分野で活動 

しており、地域の消防・防災のリーダーとしての役割を果たします。  

 

 

３ 地域の役割  

要支援者の避難支援に関する地域の役割は、以下のとおりです。  

① 町会（自治会）  

日頃から要支援者と支援者の顔合わせや避難場所、避難ルートの確認、避難訓練な 

どを自主防災組織と連携し実施します。また、民生委員児童委員や地区福祉委員等と 

連携し、要支援者の見守り活動を行うとともに、民生委員児童委員や自主防災組織 

   と協力し、要支援者の個別計画を作成します。 

災害発生時には、自主防災組織や地域住民と協力して、要支援者の避難誘導、安否 

確認をおこないます。  

② 自主防災組織  

自主防災組織は、町会（自治会）が中心となり、市民どうしの協力により地域の防 

災活動を効果的に行うための組織です。日頃から町会（自治会）と連携し要支援者と 

支援者の顔合わせや避難場所、避難ルートの確認、避難訓練などを行うとともに、町 

会（自治会）や民生委員児童委員と協力し、要支援者の個別計画を作成します。 

災害発生時には、避難情報を支援者に伝えるとともに町会（自治会）や地域住民と 

協力して、要支援者の避難誘導、安否確認を行います。  

③ 民生委員児童委員  

日頃からの声かけ、安否確認等を通じて要支援者の見守り活動を行うとともに、町 

会（自治会）や自主防災組織と協力し、要支援者の個別計画を作成します。  

災害発生時には、避難所において災害対策本部の行政職員等に協力し、要支援者の 

相談に応じます。  

④ 地区福祉委員会  

 地区内の市民福祉の向上を目的とする自主的な市民組織であることを生かし、小地 

域ネットワーク事業の実施等を通じて、日頃から地域内における関係団体間の連携・ 

協力体制の構築を進めます。  

⑤ 支援者  

避難支援登録者を日頃から見守り、災害のおそれがある場合には自主防災組織から 

の避難情報を受け、避難支援登録者に情報を伝達し、避難の際には、避難行動を支援 

します。 

⑥ 事業所等  

地域の事業所等はそれぞれの立場で被害の抑止等に最大の努力を払い、日頃から災 
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害に備え災害対策を確立しておくことが必要です。また、地域住民や町会（自治会） 

等との協力体制の確保に努め、連携を図ることが大切です。  

 

 

４ 関係機関・団体の役割  

 要支援者の避難支援に関する関係機関・団体の役割は、以下のとおりです。 

①民生委員児童委員協議会  

「災害時一人も見逃さない運動」への取組に引き続き努めるとともに、地区福祉 

委員会、町会（自治会）、自主防災組織など地域の関係団体との連携強化を進めます。  

緊急時には、保管している「避難行動要支援者名簿」を開示し、安否確認を行うこ 

とから組織的な連絡体制を整備します。  

②社会福祉協議会  

地域福祉コーディネーターを配置し、地区福祉委員会や民生委員児童委員協議会な

どの支援団体と連携しつつ、支援者一人ひとりの個別計画の作成内容や進捗状況、フ

ォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援がなされるよう調整を行います。  

災害発生時には、市と連絡調整を図り、避難所や被災者等のニーズを的確に把握し 

ながら、ボランティア活動を行おうとする人を受け入れるとともに、ボランティアが 

効果的に活動できるようコーディネート体制を整備します。  

③社会福祉施設・福祉サービス事業者  

社会福祉施設や福祉サービス事業者等は、日頃から施設等利用者に対する災害時の 

対応方法について定めておくとともに、災害時に自らが保有する資機材や福祉車両等 

を活用して避難支援が実施できる体制の整備に努めます。  

また、行政からの要請に基づき災害発生時における要支援者の一時的な避難施設と 

して体制を整え、可能な範囲で要支援者を受け入れるとともに、市や地域組織に協力 

し、要支援者等からの相談に対応します。  

④地域包括支援センター・相談支援機関  

平常時から要支援者の避難支援に関する制度の周知を図るとともに、災害発生時に 

おいては要支援者に対する災害情報、避難情報の提供や避難生活における各種相談へ 

の対応、継続的な福祉サービスの提供に向けた関係機関との調整などに努めます。  

⑤医療機関  

入院者や来院者に対する災害時の対応方法について定めておくとともに、災害発生 

時においては負傷者の受け入れや地域の緊急医療体制への支援協力等に努めます。  

⑥ボランティア団体等  

社会福祉協議会と連携し、被災した要支援者へ様々な支援活動を行います。  

⑦保健所 

日常の業務から、災害時に支援が必要な難病患者等の把握を行うとともに、市が行 

う要支援者把握のための調査への協力を行います。また、関係機関からの災害時の支 

援に関する相談に対応しながら、個別計画作成への支援・協力を行います。 

災害発生時には、避難所における要支援者の心のケア及び健康管理に関する指導・

助言を行います。 
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５ 要支援者自身の役割  

 要支援者自身の役割は、以下のとおりです。 

① 隣近所や地域の支援者等との関係づくり  

最寄りの民生委員児童委員や自主防災組織のリーダー等が誰であるか把握してお 

きます。また、地域のさまざまな組織や団体と日頃から積極的に交流し、災害時の 

協力が得られやすい環境を作っておきます。市や各地域で実施する防災訓練等には 

積極的に参加するとともに、その機会を通じて自主防災組織や近所の人とのコミュニ 

ケーションを密にしておきます。  

②必要な支援内容の伝達  

 災害発生時に備え、どのような支援を必要としているのかを周囲に的確に伝え、理 

解してもらう必要があるため、個別計画の作成の際にはなるべく詳しく支援の必要な 

内容を町会（自治会）や自主防災組織、民生委員児童委員などの支援者に伝えるよう 

にします。  

③避難経路の確認  

 自宅から避難所等までの経路を家族や支援者などとともに実際に歩いてみて、事前 

に確認します。  

④非常持ち出し品等の準備  

 災害時に避難が必要となった場合に備えて、非常持ち出し品等をまとめておき、い 

つでも携帯できるよう出入口付近に備えておきます。特に薬や医療器具など特別な持 

ち出し品が必要な場合は、それらについても周囲の人に情報が伝わるよう表示してお 

きます。  

⑤災害に備えた備蓄  

１人１日３リットルを目安として、最低１日分、可能であれば３日分をペットボ

トル等の容器に常時用意しておき、保存可能な期間に注意しながら定期的に取替え

ます。 缶詰や保存食、菓子など、電気・ガス・水道等のライフラインが途絶した場

合でも摂取可能な食料を最低１日分、可能であれば３日分備え、保存可能な期間に

注意しながら定期的に取替えます。   

⑥外出時の備え  

外出した際に災害に遭う場合も考えられます。外出時には周りの環境がふだんと大 

きく異なることから、より一層、周囲の人の支援や協力が必要となることが想定され 

ます。このため、周囲の人に速やかに支援してほしい内容などを伝えられるよう、外 

出時には、必要事項を記載したカードやブザーなどそれぞれの状態に応じて必要な物 

を携帯します。  

⑦住宅の安全対策  

 地震に対しては建物の耐震性を確保することが何よりも重要です。住宅の耐震診断 

を受け、必要があれば耐震改修や補強を行い、門柱やブロック塀などについても同様

に対応します。窓ガラスについては、市販の飛散防止フィルムを貼り付けておきます。  

    家具や大型の電気製品は、市販の固定器具等を使用して確実に固定します。家具等 

を固定できない場合は、倒れても被害を受けないような配置などを考えます。 

    また、家具や棚の上に物を置かないことや、落下防止等の措置をとっておきます。 
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【避難行動要支援者支援の推進体制】 
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第３章 避難行動要支援者情報の把握・共有 

 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

 

市は、要配慮者（※用語の説明）のうち要支援者の要件を満たす対象者を把握するため、市

の各部局から収集した情報と民生委員児童委員及び大阪府をはじめとする関係機関から

収集した情報を集約し、その情報のうち災害発生時等に特に避難支援を要する者としての

「避難行動要支援者」について対象者本人又は代理人からの申込に基づき、避難行動要支

援者名簿を作成します。 

 

（１）避難行動要支援者名簿の目的 

避難行動要支援者名簿は、災害発生時に避難行動要支援者の安否確認や避難支援、また

避難所での生活支援を的確に実施するため、日ごろの支援活動を通じて避難支援者が必要

な情報を事前に把握し、地域で安心して暮らすことができる支援体制の整備を図ることを

目的とします。 

 

（２）避難行動要支援者名簿の対象者 

避難行動要支援者名簿の対象者とは、生活の基盤が泉佐野市内の自宅にあり、以下に規

定する者のうち、支援を必要とする人とします。 

 

①  身体障害者手帳１級または２級を所持する者（児） 

②  療育手帳Ａを所持する者（児） 

③  精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者（児） 

④  概ね65 歳以上の一人暮らしの者で、且つ、災害時の自力避難に不安を抱く者 

⑤  介護保険制度による要介護状態区分が要介護３～５の認定を受けた者 

⑥  生命維持に必要な医療的ケアが必要な者（児）（※） 

⑦  前各号に掲げる者（児）以外の支援が必要な者（児） 

※自力での避難が困難、病院での処置を要する、人工呼吸器等利用のための電源が必要な場合等 

 

（３）避難行動要支援者名簿への登録と避難支援等関係団体への事前の名簿情報の提供 

登録希望者は、「地域の絆づくり登録届出書兼同意書」（以下「登録届出書兼同意書」

という。）で市に申込みするものとします。この場合、登録希望者のうち平常時から名簿

を提供することに同意を得られた要支援者について、災害時また平常時における支援のた

め当該名簿を地域の避難支援等関係団体（以下、支援団体という。）に提供することとし、

災害時の支援のほか、平常時の訓練や地域の見守り活動等にも使用します。 

 

（４）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

避難行動要支援者の支援に当たっては、氏名や住所、同居人の有無等の基本情報のほか、 

身体の状況等の自力避難が困難な要因について把握する必要があるため、以下に掲げる情 
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報を本人及び市関係部局等で運用する福祉制度のシステム等から把握するものとします。 

 また、市で把握していない難病患者に係る情報を保健所より、一人暮らしの高齢者・高 

齢者のみの世帯への訪問調査等の情報を民生委員児童委員協議会より収集するものとし 

ます。 

 

①氏名 

②生年月日 

③性別 

④住所又は居所 

⑤電話番号その他の連絡先 

⑥避難支援等を必要とする理由 

⑦その他避難支援等の実施に関し、必要と認める事項 

 

（５）支援団体に対する提供の手続き 

  避難行動支援団体に対して避難行動要支援者名簿を提供しようとするときは、あらかじ

め、当該支援者名簿の提供を受けようとする支援団体との間で提供する個人情報の取扱い

に関する協定を締結するものとします。その場合、提供を受けようとする名簿を管理する

者をあらかじめ定めておくものとします。 

 

（６）支援団体の役割と活動 

  地域の安全に関する知識及び技術を習得し、市と協力して、要支援者に係る情報の整理

及び更新、個別計画の策定その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

  また、支援団体は、市と協力して以下に掲げる活動に努めるものとします。 

   

  ①災害時における要支援者の迅速な安全の確保を支援するために行う、平常時における

声がけ、防災訓練の参加への働きかけ及び情報の提供 

② 災害時における情報の提供、避難誘導、安否確認及び避難生活の支援等 

③ 支援が必要な人への名簿登録率向上のための様々な機会を利用した制度理解への働 

きかけ 

 

（７）支援団体の要件 

  避難行動要支援者名簿の提供先である支援団体については、泉州南広域消防組合、大阪

府警察泉佐野署をはじめ要支援者の支援をしようとする自主防災組織、町会、自治会、社

会福祉協議会、地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会、消防団その他の団体であって

以下の要件を満たした団体であること等を参考に個別に判断することとします。 

 

① 団体としての組織を備えており、現に地域に根ざした活動をしていること 

② 民主的な運営がなされていること 

③ 構成員の変更にかかわらず、団体そのものが存続すること 

④ 代表の選出方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定して 
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いること 

⑤ 名簿を営利目的や宗教・政党の勧誘等に使用しないこと 

   

 なお、その他要支援者支援活動に取組んでいる団体について、その活動内容や当該地

域団体との連携・協力状況を勘案して個別に判断することとします。 

 

（８）避難支援等関係者の安全確保 

 災害時には避難支援者自身とその家族の安全を確保した上で、災害情報の伝達や的確な

避難誘導を行うものとする。 

 

 

２ 避難行動要支援者名簿の管理・更新方法 

 

（１）管理方法 

避難行動要支援者名簿は、市担当課（市民協働課、障害福祉総務課、高齢介護課）、社

会福祉協議会及び地域の支援団体において、個人情報保護条例に基づき厳重に管理します。 

 

（２）更新方法 

市は、地域の支援団体及び関係各課が収集した情報を基に、避難行動要支援者名簿の更

新を行い、関係部局と共有するとともに、支援団体に提供します。 

市及び支援団体等は、平常時において、対象者の情報を把握するものとします。 

 

（３）名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市が求める措置及び市が講ずる

措置 

  支援団体は、市より提供された名簿に関する情報の適正な管理と細心の注意を払いなが 

ら、平常時から要支援者との面談を通じて身体等の状況を把握するとともに、情報伝達手 

段や避難支援の方法等について確認した上で、避難支援者の確保や避難誘導訓練の実施等 

を通じ、円滑な避難支援が行えるよう努めるものとする。 

 

 

３ その他 

 

（１）平常時の訓練について 

避難行動要支援者名簿に基づいて安否確認訓練を行う場合には、市担当職員等が訓練参

加し、実施した訓練内容について、制度上の課題等を検証します。 

 

（２）平常時からの見守りについて 

支援団体等による地域の見守り活動等において、平常時から避難行動要支援者の実態把

握に努めます。 
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第４章 避難行動要支援者の個別計画の作成 

 

１ 個別計画の作成の目的 

 

災害の発生時や災害の可能性が高まった際には、要支援者の避難支援を迅速かつ適切に

実施しなければなりません。そのためには、避難支援を要する一人ひとりについて、誰が

支援し、どこの避難所等へ、どんな方法で避難させるかをあらかじめ定めておく必要があ

ります。 

災害発生時には、要支援者の状況によって、避難の要否を判断することとなり、避難所

へ行かない場合もありますが、個別計画は、基本的に「避難支援を要する人」について、

平常時から、いざというときのための事前把握をしておくものです。 

 

２ 個別計画の作成 

 

支援団体等は、提供された要支援者名簿をもとに社会福祉協議会の地域福祉コーディネ

ーターと連携して、地域ごとに個別計画の作成を行います。 

個別計画は、要支援者本人が必要な支援内容を認識するための手段であることから、支

援団体等は、要支援者本人またはその家族等とともに、各地域における実情を踏まえ、支

援に関する必要事項等を記載して作成します。 

 

３ 個別計画の共有、管理 

 

個別計画の原本は市担当課が保管し、副本は本人及び各地域における支援団体の取組に

応じ、要支援者を支援する関係者間と本人との間で共有するものとします。 

また、個別計画の内容については、支援団体が定期的に確認します。内容に変更がある

場合、市担当課は保管する個別計画を修正するとともに、情報共有者の個別計画を改定さ

れた情報に更新します。 

 

４ 具体的な支援方法等を調整するコーディネーター 

 

  社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターは、要支援者と支援団体等との打合せの調

整、支援団体間の役割分担の調整等を行うとともに、支援団体等と連携しつつ、一人ひと

りの個別計画の作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難

支援等がなされるよう調整を行います。 

  また、普段から住民同士が顔の見える関係を構築することを促し、支援団体等を拡大す 

るための取組を行います。その際、防災に直接関係する取組だけでなく、日常の様々な事 

業の中で要支援者が地域社会で孤立することを防ぎ、要支援者自身が地域にとけ込んでい 

くことができる環境づくりに取組み、さらには、地域おこしのための様々な事業やボラン 

ティアとの連携を検討するものとします。 
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※無回答については、２回目の確認を行い、さらに意思表示がない場合は、

民生委員や行政からの確認を行うなど、未確認の情報がないようにして

いく。 

※一人暮らし高齢者については、見守り活動により収集した情報をもとに

対象者を抽出 

➋ 避難行動要支援者登録届出書兼同意書の提出(市に返信) 

➊ 避難行動要支援者登録届出書兼同意書の配布(市から郵送) 

≪同意確認（届出書・不同意確認書の配布・回収）≫ 

《社会福祉協議会》 

コーディネーター 

【役割】 

・要支援者と支援団体等との打合せの

調整 

・支援団体間の役割分担の調整等 

・一人ひとりの個別計画の作成内容や

進捗状況、フォローアップ状況等の

把握・確認 

連携・情報の共有 

困りごとなどの 

相談・支援 

➓個別計画（原

本）の提出 

市
と
協
定
を
交
わ
し
た 

 
 
 
 

地
域
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連携・情報の共有 

➐ 個別計画の策定 

市から提供を受けた要支

援者名簿を元に、要支援者

の方から情報を得ながら

個別計画を策定する。 

➑声掛け・見守り活動 

 制度の周知、登録手続き

の援助 

≪個別計画の策定・ 

日頃の見守り≫ 

発災

時 

 
連
携
・
情
報
の
共
有 

➒策定した個

別計画の提出 

➍要支援者情報の提供申出 

➎協定の締結(個人情報取扱) 

➏要支援者名簿（同意）の提供 

○要支援者名

簿 の 更 新

（常時） 

⓫個 別 計 画

（原本）の

確認・保管 

⓬個別計画を

台帳システ

ムに登録 

➌台帳の整備 

・要支援者名簿 

（同意・不同意） 

※情報提供を行

う地域 



 

第５章 情報伝達体制について 

 

１ 避難情報の種類 

 

市（市民協働課）は、大規模な地震災害等の発生または発生が予測される際に、迅速か

つ安全に避難行動要支援者等の避難または避難誘導を促すために、避難情報を発表・発令

し、避難支援等に向け、関係機関はもとより市民に広く周知します。 

◆発令時の状況と市民に求める行動 

 発令時の状況 市民に求める行動 

避難

準備

情報 

・災害発生の可能性が予想される状況 

 

 

・家族との連絡、非常持出品の用意等、避難準

備を開始 

・避難支援者は、支援行動のための準備を開始 

一時

避難

情報 

 

・避難行動を開始しなければならない段階で

あるが、予想される災害が、自宅内や近隣の

、より安全な場所への一時避難で、住民の安

全が確保される程度の場合 

・自宅内の高所など、人的被害を避けることが

できる場所へ一時的に自主避難を開始 

・要支援者等を必要最小限度の移動で安全な場

所へ避難させるため、避難支援者は支援行動を

開始 

避難

勧告 

 

 

・避難行動を開始しなければならない段階で

あり、予想される災害が、指定された避難所

への立ち退き避難が必要となる程度の場合 

・指定された避難所への避難行動を開始 

・要支援者等を指定された避難所へ避難させる

ため、避難支援者は支援行動を開始 

 

避難

指示 

 

 

 

 

 

・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況か

ら、災害が発生する危険性が非常に高いと判

断される状況 

・堤防の隣接地、斜面の直下等、地域の特性

等から人的被害の発生する危険性が非常に

高いと判断される状況 

・人的被害が発生した状況 

・避難勧告等の発令後、避難中の住民は、周囲

の状況を確認しながら避難行動を速やかに完了 

・未だ避難していない対象住民は、避難行動に

速やかに移るとともに、そのいとまがない場合

は生命を守る最低限の行動を開始 

 

 

 

２ 避難準備情報発表の基準について 

市（市民協働課）は、大阪府から必要な助言、支援を受け、気象情報、降水量、河川水

位その他の各種情報から判断して、避難を要する状況になる可能性がある場合には、危険 

予想地域の市民に避難勧告を発令する準備段階に入ったことを知らせる避難準備情報を 

発表する体制を確立します。 

本プランの対象者となる要支援者等の避難準備については、前項で述べたように、市民

協働課が中心となって、発令に応じた避難行動を促します。 
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３ 避難行動要支援者への情報伝達 

 

市は、防災行政無線のほか、携帯電話、ファクシミリ、放送事業者、広報車等様々な手

段を確保し、避難行動要支援者へ避難準備情報等の防災情報を提供します。また、発令さ

れた避難準備情報等が避難行動要支援者を含めた住民に届くよう、電話連絡、直接の訪問

等双方向を基本とする地域ぐるみの自主的な情報伝達体制の整備を推進します。 

 

＜情報伝達手段＞ 

ア 防災行政無線の活用 

イ ＦＡＸの活用 

ウ 放送事業者（テレビ、ラジオ等）への情報提供 

エ ＣＡＴＶによる情報提供 

オ 広報車等による広報 

カ おおさか防災情報メール 

キ 災害情報インターネットシステムの活用 

 

 

４ 避難行動要支援者の避難支援方法等の普及 

 

市は、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、地区福祉委員会、福祉サービス提

供者、障害者団体等の福祉関係者、地域住民、町会・自治会、自主防災組織等に対し、

避難行動要支援者情報の収集・共有や本プランの必要性、管理方法、避難行動要支援者

の状況に配慮した避難支援方法等について、説明会や研修会、広報紙、ホームページ等

を通じて普及を図ります。 

 

 

５ 避難支援訓練の実施 

 

市は、避難行動要支援者の避難支援に関係する機関と協力・連携し、各種訓練等にお

いて避難行動要支援者名簿登録者の避難支援訓練を定期的に実施します。避難支援訓練

は、行政主導のみならず、地域が主体となって自主的な訓練を実施することとします。 
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【避難行動要支援者避難支援の情報伝達】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           支援 

 

 

 

 

 

 

【視覚・聴覚障害のある人に対する情報伝達方法】 

 

障害のある人 受信者の状況 情報伝達手段 

聴覚障害のある人 

在宅 
ＴＶ文字放送 

ＦＡＸ、携帯電話メールサービス等 

屋外 携帯電話メールサービス等 

視覚障害のある人 在宅及び屋外 
防災行政無線 

ラジオ等 
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泉 佐 野 市 

一斉伝達 

・防災行政無線 

 

 

直接伝達 

・広報車 

・町会、自治会 

・自主防災組織 

 

放送事業者 

・テレビ、ラジオ 

 

 

個別伝達 

・ＦＡＸ 

・おおさか防災情報メール

（携帯電話ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ） 

・防災情報ツイッター

（SNS） 

避難行動要支援者 

 

 

 

 

 

 

 

要支援者名簿 

未登録者 

要支援者名簿 

登録者 避難支援者 

避難支援関係機関 

（社会福祉施設等） 

地域住民（民生・児童委員、地区福祉委員会、町会・自治会 

自主防災組織等による地域ぐるみの情報伝達） 

受入準備等 



 

第６章 避難誘導・安否確認体制の整備 

 

１ 避難支援の実施体制 

 

（１）市における避難支援体制 

市は、避難行動要支援者の円滑な避難支援のため、市民協働課・障害福祉総務課・高齢

介護課等の連携のもと、災害時の業務実施体制や職員配置等、市の体制を整備します。 

また、災害時には、市災害対策本部本部班を中心に、防災情報等に基づいて、早い段階

で避難行動要支援者に対する避難支援体制を整えるとともに、避難準備情報の発令時など、

避難が必要な段階においては、避難行動要支援者名簿登録者が避難支援を受けられない場

合や避難支援者が避難支援を行えない場合等に備え、本部班及び健康福祉部内に、要援護

者避難支援の相談窓口を設置し、避難支援要請等に対応します。 

 

（２）地域における避難支援体制 

避難支援者は、災害発生時に、個別計画に基づく支援を実施します。支援ができない場

合は、市災害対策本部へ連絡し、救出・救助や応援要請を求めます。 

市、民生委員児童委員、地区福祉委員会、町会・自治会、自主防災組織等は、防災だけ

でなく、声かけ・見守り活動や犯罪抑止活動等、地域における各種活動を通じて人と人と

のつながりを深めるとともに、要支援者が自ら地域にとけ込んでいくことができる環境づ

くりにより、地域ぐるみの避難体制の整備に努めるものとします。 

 

（３）社会福祉施設等の避難支援体制の整備 

社会福祉施設等においては、市から提供される防災情報等に基づき、事前に、要支援者

の受入れや移動支援など、避難支援体制の整備に努め、避難準備情報等の発令の際は、迅

速・確実な避難支援を行うものとします。 

 

２ 安否確認情報の収集体制 

 

（１）避難行動要支援者名簿登録者の安否情報の収集 

安否情報の収集については、避難所等において実施しますが、親戚宅や知人宅に避難し、

避難所等に避難しない避難行動要支援者名簿登録者も多いことから、避難所等においてだ

けでは安否情報の収集は難しい側面があります。このため、市は、市災害対策本部福祉班

に安否情報収集窓口を設置し、避難行動要支援者名簿登録者の安否情報を収集することと

します。 

 

（２）避難支援者からの報告 

避難支援者は、避難行動要支援者名簿登録者を避難先へ収容した場合や避難行動要支援

者名簿登録者の親戚宅等への避難情報を得た場合は、避難所等又は市災害対策本部に報告

するものとします。 
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第７章 避難所等における支援体制 

 

１ 避難所における支援対策 

 

（１）市における避難支援対策 

大規模な災害が発生した場合には、要支援者を含む多数の被災者が避難所で生活を送る

ことが想定されるため、市は地域防災計画で指定する避難所について、要支援者の利用に

配慮し、バリアフリー化や身体障害者用トイレへの改良・新設など、施設の整備改善を行

います。またバリアフリー化されていない施設については、スロープ等の段差解消設備、

障害者用トイレ等を速やかに仮設するものとします。 

 

（２）地域の避難支援者による支援 

避難支援者は、避難生活時の配慮事項に留意するとともに、避難所には、要支援者の要

望を把握するため、民生委員児童委員、地区福祉委員会、社会福祉協議会、地域包括支援

センターなどの福祉関係者、外国人支援団体、ボランティア等の協力を得ながら避難行動

要支援者用相談窓口を設けるものとします。その際、女性及び乳幼児のニーズを把握する

ため、相談窓口に女性を配置するなどの配慮を行うものとします。 

 

（３）避難生活への配慮 

避難生活が長期化する場合は、高齢者、障害者、子ども等の心身の健康管理及び生活リ

ズムを取り戻す取組みが重要となるため、市は保健師等による健康相談、二次的健康被害

（エコノミークラス症候群、生活不活性発病等）の予防、こころのケア等の関係職員によ

る相談等の必要な生活支援を必要に応じて実施するとともに、要支援者の状況に応じて一

般避難所から福祉避難所（※用語の説明）への移動、社会福祉施設への緊急入所、病院への入

院等の手続きを行うものとします。また、要支援者に応じた食料や生活物資等の救援物資

の確保および配布、要支援者のための福祉避難スペースの確保、確実な情報伝達等に努め

るものとします。 

被災した要支援者の中には、他人との共同生活が難しい等の理由から、避難所外の自家

用車や自宅敷地内で避難生活を送る人がいることも考えられます。市は、こうした避難生

活を送る要支援者の所在や現状を把握し、必要な情報提供を行いながらニーズの把握を行

うとともに、必要な対策や支援を行います。 

 

２ 福祉避難所 

 

（１）福祉避難所の確保 

市は、通常の避難所では避難生活が困難な要支援者のための避難所として、施設自体の

安全性が確保され、バリアフリー化されている等、要支援者の利用に適しており、かつ施

設内における要支援者の安全性と安心が確保されている市内の社会福祉施設等と協定を

結び、福祉避難所を確保します。 
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（２）福祉避難所の運営と整備 

福祉避難所においては、要支援者の相談等にあたる職員等を派遣して、日常生活上の

支援を行うとともに避難者の生活状況を把握し、関係団体等と連携して、避難者が必要

とする福祉サービスを受けられるよう配慮するものとします。福祉避難所を指定した場

合には、広報活動等を通じ、要支援者をはじめ広く市民に周知します。 

また、市は、福祉避難所の整備及び円滑な運営のため、施設管理者との連携や施設利

用方法の確認等、福祉避難所の設置・運営訓練を実施します。 

 

（３）福祉避難所の対象者 

   福祉避難所の対象者は、要支援者のうち、一般の指定避難所では生活に支障をきたす

ため特別の配慮を必要とするもので、身体等の状況が介護保険施設や医療機関等に入

所・入院するに至らない程度の在宅のものとします。 

   なお、対象者を介助する家族等も、対象者とともに避難できるものとします。 

 

（４）福祉避難所となる施設 

市は、福祉避難所として利用可能な施設の状況を把握するものとします。 

利用可能な施設とは、災害危険区域等にない次に掲げる施設とします。 

①特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等の入所可能な老人福祉施設 

②デイサービスセンター等の通所施設 

③障害者支援施設（入所型、通所型） 

④介護や医療相談等を受けるための空間を確保できる施設 

 

（５）福祉避難所の指定と利用 

市は、前記の施設等に対して福祉避難所の設置について広く協力を求め、協力を得ら

れる施設を福祉避難所として指定します。この場合、当該施設との間で、災害発生時に

おける福祉避難所の設置運営に関する協定をあらかじめ締結し、受け入れる際の要件、

受入可能人数、費用負担等について明らかにしておくことにより円滑な福祉避難所の開

設、受入、運用を図るものとします。 

また、市は、指定した福祉避難所を利用しようとする場合は、あらかじめ当該施設管

理者と十分な連絡調整を図り受入可能状況を把握し、本来の機能や入所者・利用者への

処遇に支障をきたさないよう十分配慮するものとします。 

なお、福祉避難所は、主に緊急避難的な場所の提供を目的とするものであり、通常当

該施設から提供されるサービスの水準を期待するものではないため、特別のサービスを

必要とする場合は緊急入所、ショートステイ等を活用するものとします。 

 

（６）避難行動要支援者のニーズの把握 

市は、福祉避難所に避難している要支援者の福祉サービスの需要を把握するように努

めます。 
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●用語の説明 

 

※五十音順 

 

【自主防災組織】 

自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主

的に結成する組織であり、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織である。

災害対策の最も基本となる法律である災害対策基本法においては、「住民の隣保協同の精神

に基づく自発的な防災組織」（第５条 第２項）として、市町村がその充実に努めなければ

ならない旨規定されている。 

資 料 編 

【避難行動要支援者】 

他者の支援がなければ避難できない在宅の者で、かつ、家族等による必要な支援が受けられ

ない人々。 

避難行動要支援者避難支援プランを優先的・重点的に作成すべき対象者であり、本プランで

は、避難行動要支援者名簿に記載した要支援者と民生委員児童委員等の日頃の見守り活動な

どから支援団体が支援を必要と認めるものとする。 

 

【福祉避難所】 

避難行動要支援者のために特別の配慮がなされた避難所。 

施設がバリアフリー化されている等、避難行動要支援者の利用に適しており、生活相談職員

等の確保が比較的容易である社会福祉施設等の既存施設を活用することとなる。市町村は福

祉避難所の指定や社会福祉施設等との協定により、避難行動要支援者に配慮した避難所の確

保に努める必要がある。 

災害救助法が適用された場合、都道府県の委任を受けた市町村が福祉避難所を設置した場合、

おおむね10 人の避難行動要支援者に１人の生活相談職員（避難行動要支援者に対して生活

支援・心のケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者）等の配置、避難行動要支援者

に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機器等の器物、日常生活上

の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材の費用について国庫負担

を受けることができることとされている。 

 

【要配慮者】 

必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなど

の災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々。 

一般的に高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、傷病者、日本語が理解できない外国人等

があげられている。 
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番号 氏名 生年月日

(参考１）

性別 支援区分
個別計画
の有無

その他

避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿

郵便番号 住所又は居所 電話番号
その他の連絡先



（参考２） 

地域
ち い き

の絆
きずな

づくり登録
とうろく

届出書兼
とどけでしょけん

同意書
どういしょ

 
 

※太
ふと

枠内
わくない

は必須
ひ っ す

項目
こうもく

です。必
かなら

ずご記入
きにゅう

ください。      平成
へいせい

  年
ねん

  月
がつ

  日
にち

作成
さくせい

 

泉佐野
いずみさの

市長
しちょう

 あて 
 

１．避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

は、避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

に同意
ど う い

することにより、避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

（地域
ち い き

など）

から災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における避難
ひ な ん

行動
こうどう

の際
さい

の支援
し え ん

を受ける
う   

可能性
かのうせい

が高まります
たか       

が、避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

自身
じ し ん

や

家族
か ぞ く

などの安全
あんぜん

が前提
ぜんてい

のため、登録
とうろく

（同意
ど う い

）によって、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

の支援
し え ん

が必
かなら

ずなされ

ることを保証
ほしょう

するものではなく、また、避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

は、法的
ほうてき

な責任
せきにん

や義務
ぎ む

を負う
お  

ものではありま

せん。 

２．私
わたし

が登録
とうろく

した個人
こ じ ん

情報
じょうほう

を災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

活動
かつどう

、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などのほか、日頃
ひ ご ろ

の支援
し え ん

活動
かつどう

などを

行う
おこな 

ため、地域
ち い き

の自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

、町会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

協
きょう

議会
ぎ か い

、消防団
しょうぼうだん

などの市
し

と協定
きょうてい

を締結
ていけつ

した避難
ひ な ん

支援
し え ん

関係
かんけい

団体
だんたい

、及び
およ  

泉佐野市
い ず み さ の し

の関係
かんけい

部局
ぶきょく

に

提供
ていきょう

することに同意
ど う い

します。 

３．命
いのち

にかかわるような安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などの必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

に居住内
きょじゅうない

に立ち入る
た  い  

ことを承諾
しょうだく

し、その際
さい

、

やむを得ず
 え

その居住
きょじゅう

などの一部
い ち ぶ

を破損
は そ ん

しても、修繕
しゅうぜん

、損害
そんがい

賠償
ばいしょう

などについて一切
いっさい

請求
せいきゅう

しませ

ん。 
 

上記
じょうき

３点
てん

の内容
ないよう

を理解
り か い

したうえで、私
わたし

は、「泉佐野市
い ず み さ の し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

行動
こうどう

支援
し え ん

プラン」の趣旨
し ゅ し

に賛同
さんどう

し、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

登録
とうろく

することを、  【あてはまる□に✔をつけて下さい。】 
 

□ 届出
とどけで

（同意
ど う い

）します 

◎同意
ど う い

の意思
い し

について、変更
へんこう

の申出
もうしで

がない限り
かぎ  

自動
じ ど う

継続
けいぞく

とします。 

◎地域
ち い き

の支援
し え ん

団体
だんたい

は、その名簿
め い ぼ

を利用
り よ う

して日常
にちじょう

からの見守り
み ま も り

・声かけ
こえ    

活動
かつどう

を行う
おこな 

とともに、災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

体制づくり
たいせい     

を行います
おこな     

ので、その際
さい

はご協 力
きょうりょく

ください。 
 

□  届出
とどけで

（同意
ど う い

）しません 
 

住所
じゅうしょ

： 
 

登録者
とうろくしゃ

本人
ほんにん

署名
しょめい

： 
 

生年
せいねん

月日
が っ ぴ

：       年
ねん

    月
がつ

    日
ひ

 

 

代理人
だいりにん

署名
しょめい

（続柄
つづきがら

）：          （   ） 

 

代理人
だいりにん

住所
じゅうしょ

：                    

 

代理人
だいりにん

電話番号
でんわばんごう

：                  

※本人
ほんにん

が直筆
じきひつ

できない場合
ば あ い

又
また

は未成年
みせいねん

の場合
ば あ い

は、代理
だ い り

の方
かた

の署名
しょめい

をお願い
 ね が  

いたします。 
 

■ 同意
ど う い

いただける方
かた

へ・・・・・・裏面
り め ん

の記入
きにゅう

をお願い
 ね が  

します。 
 

■ 同意
ど う い

されない方
かた

へ《参考までに提供
ていきょう

に不同意
ふ ど う い

の該当
がいとう

理由
り ゆ う

に○
まる

ご記入
  きにゅう

ください。》 
 

１．自力
じりき

で避難
ひなん

できる           ４．施設
しせつ

に入 所
にゅうしょ

している。 

２．同居
どうきょ

の人
ひと

が支援
しえん

してくれる ５．その他
ほか

 

３．近所
きんじょ

に支援
しえん

してくれる人
ひと

がいる             

取扱注意 



【ここからは、同意
ど う い

いただいた方
かた

のみご記入
きにゅう

ください。】 

ふりがな    
 ( 男

お と こ

・ 女
お んな

) 

生年
せいねん

 

月日
が っ ぴ

 

  

 年
ねん

    月
がつ

   日
ひ

 
氏 名
し め い

 

住 所
じ ゅ う し ょ

  
町会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

 

(加入
かにゅう

の場合
ば あ い

) 
 

申
しん

 請
せい

 者
しゃ

 

連
れん

 絡
ら く

 先
さき

 

自宅
じ た く

電話
で ん わ

  Ｆ Ａ Ｘ  

携帯
けいたい

電話
で ん わ

  メールアドレス  

同居人
どうきょにん

の有
う

無
む

      □あり（      人）             □なし 

自力
じ り き

避難
ひ な ん

が 

困難
こんなん

な理由
り ゆ う

 

状況
じょうきょう

確認欄
かくにんらん

（あてはまる□に✔をつけて下さい
く だ    

） 

□身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょ う

１級
 きゅう

または２級
 きゅう

を所持
し ょ じ

している 

□療育
りょういく

手帳
てちょ う

Ａを所持
し ょ じ

している 

□精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょ う

１級
 きゅう

を所
しょじ

持
じ

している 

□65歳
さい

以上
い じ ょ う

の一人暮
ひ と り く ら し

らしで、且つ
か  

、災害
さいがい

時
じ

の自力
じ り き

避難
ひ な ん

に不安
ふ あ ん

がある 

□介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

による要介護
よ う か い ご

状態
じょうたい

区分
く ぶ ん

が要介護
よ う か い ご

３、４、５と認定
にんてい

された 

□生命
せいめい

維持
い じ

に必要
ひつよう

な医療
い り ょ う

ケアが必要
ひつよう

である（人工
じんこう

透析
とうせき

を受
う

けているなど） 

□その他
ほか

（                                 ）           ） 

緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

（登録
と う ろ く

及び
およ   

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

することについて同意
ど う い

を得た
え  

うえでご記入
  きにゅう

ください。） 

氏 名
し め い

 
本人
ほんにん

と 

の関係
かんけい

 
住 所
じ ゅ う し ょ

 連絡先
れ ん ら く さ き

 

   
(自宅
じ た く

)  

(携帯
けいたい

)  

   
(自宅
じ た く

) 

(携帯
けいたい

)  

留意
りゅ うい

事項
じ こ う

（※支援
し え ん

活動
かつどう

を円滑
えんかつ

にすすめるため、必要
ひつよう

な事項
じ こ う

をご記入
きにゅう

ください。） 

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

 

（右
みぎ

の A～Cのいずれかを○
まる

で囲んで
かこ      

ください） 

 

 
 

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ 

Ａ・・・・・自力
じ り き

で動
う ご

けないかた 

(例
れい

)車
くるま

いすなどのため、避難
ひ な ん

に介助
かいじょ

が必要
ひつよう

 

Ｂ・・・・・自力
じ り き

で動ける
う ご     

が、歩行
ほ こ う

に不安
ふ あ ん

があるかた 

(例
れい

)足腰
あしこし

が弱く
よわ  

、あるいは身体
しんたい

が虚弱
きょじゃく

で、避難所
ひ な ん じ ょ

まで同行
ど う こ う

が必要
ひつよう

 

Ｃ・・・・・自力
じ り き

で動ける
う ご     

が、情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

や避難
ひ な ん

判断
はんだん

に不安
ふ あ ん

がある 

(例
れい

)自力
じ り き

で避難
ひ な ん

可能
か の う

と思われる
お も       

が、一人暮らし
ひ と り く   

のため安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

・声
こえ

かけが必要
ひつよう

 

 

明・大 

昭・平 

取扱注意 



避難
ひ な ん

行動
こ うど う

要支援者
よ う し え ん し ゃ

避難
ひ な ん

行動
こ うど う

支援
し え ん

プラン 

個
こ

 別
べつ

 計
けい

 画
かく

 

平成
へいせい

  年
ねん

  月
がつ

  日
ひ

作成
さくせい

 

 

（登録
と う ろ く

及
およ

び情報
じょうほう

を提供
ていきょう

することについて同意
ど う い

を得
え

たうえで、できるだけ記入
きにゅう

してください。） 

緊
急

き
ん
き
ゅ
う

時じ

の
連
絡
先

れ
ん
ら
く
さ
き 

 第１
だい  

連絡先
れんらくさき

 第２
だい  

連絡先
れんらくさき

 

ふりがな   

氏
し

 名
めい

（団体名
だんたいめい

） 

  

本人
ほんにん

との関係
かんけい

 
  

住
じゅう

 所
しょ

 

  

電話番号
でんわばんごう

 

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

（自宅
じたく

） 

（携帯
けいたい

） 

 

（自宅
じたく

） 

（携帯
けいたい

） 

 

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

情報
じょうほう

キットの配付
は い ふ

状 況
じょうきょう

 【〇
まる

を付
つ

けてください】 配付済み
は い ふ ず   

   ・   未配付
み は い ふ

 

 名
めい

  称
しょう

 所
し ょ

 在
ざい

 地
ち

 連
れん

 絡
ら く

 先
さき

 備
び

 考
こ う

 

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

①     

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

② 
    

ふりがな 
   

   ( 男 ・ 女 ) 
生年
せいねん

 

月日
が っ ぴ

 

 

年
ねん

   月
がつ

   日
にち

 
氏 名
し め い

 

住 所
じ ゅ う し ょ

  
町会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

 

(加入
かにゅう

の場合
ば あ い

) 
 

申
しん

 請
せい

 者
しゃ

 

連
れん

 絡
ら く

 先
さき

 

自宅
じ た く

電話
で ん わ

  Ｆ Ａ Ｘ  

携帯
けいたい

電話
で ん わ

  メールアドレス  

同居人
どうきょにん

の有
う

無
む

  □あり（      人）      □なし 家族
か ぞ く

構成
こうせい

など  

避難
ひ な ん

時
じ

に配慮
はいりょ

しなくてはな

らない事項
じ こ う

 

（あてはまるものすべてに☑） 

□立つ
た  

ことや歩行
ほ こ う

ができない    □音
おと

が聞こえない
き      

（聞き取
き  と

りにくい） 

□物
もの

が見えない
み    

(見え
み  

にくい)    □言葉
こ と ば

や文字
も じ

の理解
り か い

がむずかしい 

□危険
き け ん

なことを判断
はんだん

できない    □顔
かお

を見て
み  

も知人
ち じ ん

や家族
か ぞ く

とわからない 

□その他
ほか

 

 

※裏面
り め ん

もご記載
  きさい

ください。 

取扱注意 

明・大 

昭・平 

Ａ 

支援区分 

（参考３） 



自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織名
そ し き め い

 

(自治会名
じ ち か い め い

) 

 

 
民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

  

避
難

ひ

な

ん

支
援
者

し
え
ん
し
ゃ

情
報

じ
ょ
う
ほ
う 

 支援者
しえんしゃ

１ 支援者
しえんしゃ

２ 

ふりがな   

氏名
し め い

又
また

は、団体名
だんたいめい

及び
およ  

代表者
だいひょうしゃ

 

  

住
じゅう

 所
しょ

 
  

電話番号
でんわばんごう

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

（自宅
じたく

） 

（携帯
けいたい

） 

（自宅
じたく

） 

（携帯
けいたい

） 

【特記
と っ き

事項
じ こ う

】普段
ふ だ ん

いる部屋
へ や

、寝室
しんしつ

の位置
い ち

。避難済み
ひ な ん ず  

の目印
めじるし

、かかりつけ医
い

など 

 

■情報
じょうほう

伝達
でんたつ

（だれからどのように伝達
でんたつ

されるか） 

■居住
きょじゅう

地域
ち い き

の地理的
ち り て き

状況
じょうきょう

 

 

■避難
ひ な ん

方法
ほうほう

・避難
ひ な ん

経路
け い ろ

・避難所
ひ な ん じ ょ

の運営
うんえい

における配慮
はいりょ

など 

 

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

など情報
じょうほう

 ※位置
い ち

・経路
け い ろ

・移動
い ど う

するまでの注意
ちゅうい

すべき事項
じ こ う

など 

 

(1) この個別
こ べ つ

計画
けいかく

を複写
ふくしゃ

し、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

、地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、町会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

協
きょう

議会
ぎ か い

、消防団
しょうぼうだん

などに 

 提供
ていきょう

します。 

(2) この個別
こ べ つ

計画
けいかく

に関する
かん     

情報
じょうほう

は、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

活動
かつどう

、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

、見守り
み ま も   

活動
かつどう

などの日頃
ひ ご ろ

の支援
し え ん

活動
かつどう

などに利用
り よ う

す 

るものであり、それ以外
い が い

の用途
よ う と

に使用
し よ う

したり、他
ほか

に提供
ていきょう

することを禁止
き ん し

します。  

(3) この個別
こ べ つ

計画
けいかく

は、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

行動
こ う ど う

の支援
し え ん

が必ず
かなら   

なされることを保証
ほしょ う

するものではなく、また避難
ひ な ん

支援者
し え ん し ゃ

は、法的
ほうてき

な責任
せきにん

や義務
ぎ む

を負う
お  

ものではありません。 

泉佐野
い ず み さ の

市長
し ち ょ う

 

上記
じょうき

避難
ひ な ん

支援
し え ん

など関係者
かんけいしゃ

に提供
ていきょう

した情報
じょうほう

について、記載
き さ い

内容
ないよう

に
 

誤り
あやま 

がないことを確認
かくにん

するとともに、 

泉佐野市
い ず み さ の し

に報告
ほうこく

することを了 承
りょうしょう

します。 

平成
へいせい

  年
ねん

  月
がつ

  日
ひ

 

                      氏名
し め い

                   



避難行動要支援者避難行動支援活動に係る個人情報の取扱いに関する協定書 

 

泉佐野市（以下、「甲」という。）と○○自主防災会（以下、「乙」という。）は、泉佐野市避難行

動要支援者避難行動支援プラン（以下、「本プラン」という。）に基づく避難行動要支援者におけ

る災害時の避難行動支援活動の実施にあたり、市より提供する避難行動要支援者に関する情報及

び本事業を行う上で収集した個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるため、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、自力では迅速な避難及び安全な避難生活を送ることが困

難であると考えられ、特に配慮と支援を必要とすると認められる者（以下、「要支援者」とい

う。）への甲と乙の協働による避難行動要支援者支援活動に関して、必要な事項を定めること

を目的とする。 

（避難行動要支援者支援活動） 

第２条 乙は、要支援者に対して、別表に例示する避難行動要支援者支援活動（以下「支援活動」

という。）を実施可能な範囲において行う。 

２ 甲は、乙が支援活動を行うにあたって、必要な支援を可能な範囲で行なう。 

（避難行動要支援者名簿の提供） 

第３条 甲は、次の各号に掲げる事項を記載した避難行動要支援者名簿（以下「要支援者名簿」

という。）を乙に提供し、必要な支援を行うものとする。 

 (1) 氏名 

 (2) 住所 

 (3) 電話番号 

 (4) 生年月日 

 (5) 性別 

 (6)  その他要支援者が提供することを希望する事項（支援活動を行うに当たり必要となる事項） 

２ 乙は、要支援者名簿の受領後、甲に別添の受領書を提出しなければならない。 

（提供する要支援者名簿） 

第４条 甲より乙に提供する要支援者名簿は、以下のとおりとする。 

  要支援者名簿（    地区）・・・  部 

（参考４） 



（提供する要支援者名簿の対象者の範囲） 

第 5 条 前条の規定により提供する要支援者名簿の対象者は、避難行動要支援者登録届出書兼同

意書に同意のあった者で、以下の区域に居住する者とする。 

提供する要支援者名簿の 

対象者が居住する区域 

 

（支援活動を行う地域的範囲） 

第６条 乙は、支援活動を行う地域的範囲は、以下の範囲とする。 

支援活動を行う区域  

（個人情報の収集の制限） 

第７条 乙は、支援活動の実施を目的として要支援者名簿に記載されている要支援者の個人情報

（すでに要支援者名簿に記載されている個人情報を除く。）を収集するときは、その目的を明

確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければ

ならない。 

（個人情報の利用及び提供の制限） 

第８条 乙は、要支援者名簿に係る個人情報を支援活動以外の目的で利用してはならない。 

２ 乙は、要支援者名簿から知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的

に利用してはならない。 

３ 乙は、甲の指示がある場合を除き、要支援者名簿から知り得た個人情報を甲の書面による事

前の承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。 

４ 乙は、甲の指示がある場合を除き、甲の事前の承諾を得ることなく、要支援者名簿を複写し、

又は複製してはならない。 

（要支援者名簿の管理及び更新） 

第９条 乙は、要支援者名簿について、適正な管理をしなければならない。 

２ 乙は、要支援者名簿の引き渡しを受けた後、これを施錠できる場所に保管するなど、適切な

安全対策を講じなければならない。 

３ 乙は、要支援者名簿の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止しなければならない。 

４ 乙は、要支援者名簿に係る個人情報の漏えいを防止しなければならない。 

５ 乙は、要支援者名簿を管理する者（以下「名簿管理者」という。）をあらかじめ定めておかな

ければならない。原則として乙の代表者は、名簿管理者を兼ねるものとする。 

６ 乙は、第三者に要支援者名簿を管理させてはならない。 



７ 乙は、乙に所属する複数の住民が要支援者名簿の全部又は一部を管理する場合は、その者の

氏名、住所、電話番号、管理する対象区域を記載した書面を甲に提出しなければならない。 

８ 甲は、乙と協議の上、要支援者名簿を更新する。 

（記載事項の変更） 

第 10条 乙は、第２条第２項に規定する受領書又は前条第７項の規定により甲に提出した書面の

記載内容に変更がるときは、直ちに甲に報告しなければならい。 

（秘密の保持） 

第 11条 乙は要支援者名簿に記載された事項及び本事業の実施に当たり、知り得た個人情報を他

に漏らしてはならない。また、支援活動を離れた後及び協定終了の後においても、同様とする。 

（協力者への周知） 

第 12条 乙は、災害時に要支援者の避難を支援することを予め了承し、乙から要支援者に係る個

人情報の提供を受けた者に対して、要支援者名簿から知り得た個人情報を正当な理由なく他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなどの個人情報の保護に必要な事項を周

知徹底しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第 13条 乙は、要支援者名簿の紛失、盗難その他の事故が生じ、又は生じるおそれのあるときは、

直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。 

（名簿の管理に関する報告及び検査） 

第 14条 甲は、この協定の履行に関し必要があると認めたときは乙に対して報告を求め、又は検

査を実施することができる。 

２ 乙は、前項の規定により甲から報告を求められ、若しくは、適正な措置を講じることを求め

られたときは、速やかに応じ、又は甲から検査を受けたときはこれに協力しなければならない。 

（本協定に違反した場合の措置） 

第 15条 乙が本協定に違反した場合は、甲は必要に応じて要支援者名簿の提供を停止できるもの

とする。 

（要支援者名簿の返還） 

第 16条 乙は、甲から要支援者名簿の返還を求められたとき又は乙が支援活動を行わなくなった

ときは、直ちに要支援者名簿を甲に返還しなければならない。第８条第４項により、甲の事前

の承諾を得て、要支援者名簿を複写し又は複製した場合も同様とする。 

 



（有効期間及び更新） 

第 17条 この協定の有効期間は、本協定締結日から平成  年  月  日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の 30日前までに、甲乙のいずれかか

らの申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するもの

とし、以降も同様とする。 

（協議） 

第 18条 本協定書に定めのない事項及び本協定に関する疑義が生じた場合は、甲及び乙協議のう

え別に定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため本協定書を２通作成し、甲、乙双方署名押印の上、各１通を保

有する。 

 

平成  年  月  日 

 

               甲  泉佐野市市場東１丁目２９５番地の３ 

 泉佐野市 

 代表者 泉佐野市長 千代松 大耕 

 

 

 乙  住所 

 ○○自主防災会 

代表者 

 

 

  



別表例（第２条関係） 

区分 項目 

平常時 

１ 平常時における声かけを行う（要支援者との顔合わせ、災害時要援護者宅の訪問、

状況把握など）。 

２ 防災訓練への参加への働きかけを行う（防災訓練を実施に際して要支援者への安

否確認や避難誘導等を行う）。 

３ 災害に関する情報の提供を行う。 

４ 要支援者の個別計画を策定する。※。 

災害時 

１ 要支援者に災害情報を伝達する。 

２ 要支援者の安否確認と必要な支援をする。 

３ 要支援者の避難誘導を行う。 

４ 安否確認により要支援者の救出・救護が必要と判断した場合は、行政機関や近隣

住民等に援助を求める。 

５ 避難生活の支援を行う。 

※ 個別計画を策定するにあたっては、以下の事項も定めるように努める。 

 ・要支援者の事前の備え 

 ・避難所への避難経路 

 ・避難所の運営における配慮 

 ・共同住宅、自宅及び近隣における一時避難その他避難所以外での避難 

 


